
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～映画「sicko」は「命も儲けの手段」のアメリカ社会への警鐘～ 
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周南市清水二丁目 11番 11 号共立ビル2-B 

TEL 0834-61-0955 FAX 0834-61-0956 

November，2007 No.12５ 

映画は、冒頭で仕事中に指を二本切断した健康保険に加入していない大工に対し、医師が聞きます。

「薬指をくっつけるのならば 1.2 万ドル、中指なら 6万ドル。どちらにしますか？」安い方を選んだ

大工の中指はありません。世界の大国のアメリカには、日本のような国民皆保険制度がありません。

民間医療保険が 60％、高齢者や貧困層などに対する公的医療保険が 25％、残りの 15％約 4,700 万人

がまったくの無保険です。 

民間保険会社は当然に営利が目的なので、驚くことに治療を拒否してくれた医師にはボーナスを支

給するというインセンティブまで導入しているところまであります。それにより、助かる命も助から

ないことも多発しています。公的医療保険も問題を多く抱えて、長期入院ができない仕組みであり、

外来処方薬がなく、かなり高額な市場原理がのさばる民間薬局から購入しなければなりません。映画

では、無保険の高齢者が支払い能力がないと見るやいなやタクシーで貧困地帯に捨てるという衝撃的

な場面さえあります。 

さらに、「9.11」の後遺症で苦しむ救急隊員に対する冷遇と、それに携わって海軍基地に収容され

ているテロリストが厚遇されている様子を皮肉っぽく描いています。また、カナダやイギリス、フラ

ンス、政敵のキューバとの対比で如何にアメリカの医療保険が貧しく、結果として財政負担の足を引

っ張り、平均寿命も短いことを監督の驚きと合わせて仔細に描いています。政府が「国民皆保険にす

れば社会主義になる」と散々プロパガンダしてきたのですから皮肉なことです。 

 

 齢を重ね 50歳とあい成った小生、ここのところ文字の判読に異常

をきたしているのでしょうか？うどん屋で「おじやうどん」を「お

やじうどん」、ウナギ屋で「ひつまぶし」を「ひまつぶし」に、スー

パーで「エリンギ」を「エンギリ」と間違う始末、なんたる間違い？

熊本出張の際の時間調整（雨のため阿蘇山に登れなかった「ひまつ

ぶし」）のために見た映画が「sicko（シッコ）」です。「もぎり」の

美しい女性から「どの映画になさいますか」と聞かれ「sicko」とは

にかみながら答えた私でした。 
 

さて映画「sicko」は、マイケル・ムーア監督の衝撃作「華氏 911」からの 3年の沈黙を破る問題作

です。「sicko」とは、「病人」「狂人」「変人」などを揶揄するスラングです。この映画はアメリカの

医療制度が、「市場原理」に冒され抜き差しならない「病人」と化している事実に警鐘を鳴らしてい

ます。 

こうしたアメリカの保険制度に日本は近づこうとしています。アメリカの財界の要求で日本が営々

と築き上げた諸制度は崩壊しかけています。国民皆保険もそのターゲットです。私は、多くの国民が

この映画をみたら「アメリカ」の影の部分がよくわかり、少なくとも「私たちの国の医療制度をアメ

リカの保険会社のためには売らないぞ」決意するのではないと思います。「鬼畜米英」と戦争に駆り

立てた為政者が、手のひらを返したように戦後はアメリカ一辺倒、こんな硬直した国にした責任の一

端は私たち国民にもあるのでは。一体、私たちが今何をすべきか真剣に考えたいものです。もはや、

私たちに「シッコ（執行）猶予」は残されていません。 
 ㈱総合会計 所長 金巨功 



 
 
個人、法人に限らず青色申告の届出をしていますか？設立間もなければ（個人２ヶ月以内、法人

３ヶ月以内）すぐに税務署に提出しましょう。 

 

１.個人事業主 

 

① アパート経営を始めた人、りっぱな個人事業主です。 

青色申告承認の申請は、青色申告をしようとする年の３月１５日までです。新規開業者は開業の日

から２ヶ月以内です。平成１９年中に開業して２ヶ月を超えたのに税務署に何も届けていない方は

平成２０年３月１５日までに提出すれば平成２０年分から青色申告となります。（平成１９年の申

告は白色申告となります。） 

 

② お店の手伝いをしている同居家族の方はいませんか。年齢、従事程度などの条件がありますが、

これらの方の給料を必要経費（青色事業専従者給与といいます）とすることができます。それによ

って利益が少なくなります。 

この申請も青色申告の届出と同時に提出すれば忘れなくてすみます。 

 

２.法人 

 

 新規設立の会社であれば設立３ヶ月以内、それ以外は適用を受けようとする事業年度の開始日ま

でです。そうです前日なのです。といってもぎりぎり前日に出す必要はありません。今期青色申告

以外（白色申告）であれば今日にでも青色申告の承認申請書を税務署に提出しましょう。過去に青

色申告取消などの処分がなければ問題なく翌期から青色申告です。 

役員給与を適当に計上していませんか。役員給与は期首から３ヶ月以内に増額されたもので定額

（月々変動しない）でないと、はみ出た部分の金額は認めてもらえなくなります。しかも期首から

３ヶ月より後に、それならば期首からさかのぼって支給すると増額した２ヶ月分が認めてもらえま

せん。 

 

◆消費税 

 

個人、法人に共通する税のひとつに消費税があります。免税事業者でない場合には消費税の納税

義務がありますが、“前年・前期に所得税・法人税が課税されていないと、来年・来期まで税金は

納める必要がない”と勘違いしてしまいますが、赤字でも消費税はかかるのです。消費税は前年度

の確定年税額が地方消費税をあわせて 60万円を超えると半年後にその税額の半分、400 万円を超え

ると３ヶ月ごとにその税額の４分の１、4,800 万円を超えると毎月その税額の 12分の 1を納税しな

いといけないのです。仮決算する方法もあるのですが、いつも税額が少なくなると限らないため事

前に資金繰りの準備をしておかれた方がいいでしょう。 

 

＊青色申告の特典は他にも推計課税の禁止や更正通知の理由付記などほかにもありますが、きちん

と帳簿を作成し、証拠書類の保存をすることがその要件になっているので注意が必要です。 

 

  
  



 

 

 

 連帯保証という言葉を聞いたことのある人は多いかもしれません。連帯保証人の欄に押印した

人は、保証債務の履行（保証人となった人が代わりに借入金を返済すること）をしなければならな

くなる場合があります。その弁済の為に、土地や建物などを譲渡した場合（売却した時）、税金は

かかるのでしょうか？この場合の、保証人となっている人の所得税に関する特例についてみてい

きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

この『保証債務の履行』のために土地建物等を売却した場合には、その保証人にはその債務

者に対する求償権が生じます。ですが実際にはその債務者がその保証人に肩代わりしてもらっ

た債務を弁済することは難しいでしょう。 

この場合には土地建物等の売却代金のうち弁済した債務に相当する金額は、売却代金には

含めずに所得税の課税をしないとする特例があります。（所得税法 64 条 2項） 

 

 なお、この特例は土地建物等の売却が間に合わずに銀行からの借入金で債務を弁済した後に、

その銀行からの借入金を返済するために土地建物等を売却した場合におけるその売却代金に

ついても適用されます。 

 

この特例の適用を受けるためには保証債務を履行した内容など、所定の事項を記載した確定

申告書の提出が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 できればこういった事態になる前に

ご相談ください！ 

『保証債務の履行』に当てはまる主なもの 

1) 保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合 

2) 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合 

3) 身元保証人として債務を弁済した場合 

4) 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり
抵当権などを実行した場合 

 

（用語解説） 

保証債務の履行…借入金等のある債務者がその債務を弁済することが困難となった場合に、その債務者の保

証人となっている人がその債務を本来の債務者の代わりに弁済すること。 

求   償   権…債務者が返済すべき金額について、債務者以外の人がその金額を債権者に返済した場合、

債務者に対して返済を請求することができる権利。 




